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 事務局 

   事 務 局 長  渡 邉 健 一    事務局長補佐（総括）  髙子 英晴 

   事務局長補佐（農地担当）  日下部 靖 広    総 務 係 主 任  木村 龍一 
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 報告事項 

   （１）農地法第１８条第６項の規定による通知書の受理について 

   （２）工事進捗状況報告書について 

   （３）農地の現況変更について 

 

 議事 

   （１）議題２８号 農地法第３条の規定による許可処分について 

   （２）議題２９号 農地法第５条第１項の規定による許可申請書の審議について 

   （３）義第３０号 農用地利用集積計画書の審議について 
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開会 午前 ９時００分 

 

木村議長     それでは、ただいまより寒河江市農業委員会第７回総会を

開催します。 

         はじめに、総会の成立についてですが、本日の出席者は総

委員数１８名中、出席委員１８名で、在任委員の全委員が出

席しておりますので、総会は成立します。 

 

木村議長     次に、「議事録署名委員の選任」ですが、恒例によりまし

て議長に一任いただけますでしょうか。 

 

         （「異議なし」の声あり） 

 

木村議長     それでは、６番の郷野委員、１３番芳賀委員にお願いしま

す。 

 

木村議長     次に、「書記任命」ですが、木村主任にお願いします。 

 

木村議長     次に、「報告事項」ですが、事務局から報告をお願いしま

す。事務局。 

 

事務局（事務局長補佐（農地担当）） はい、議長。 

         報告事項につきまして、事務局のほうから報告させていた

だきます。 

 

         （報告事項朗読） 

 

木村議長     ただいまの報告について何か質問はございませんか。 

 

（発言なし） 
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木村議長     ないようですので、ほかに事務局からありますか。 

 

事務局（事務局長補佐（農地担当）） 特にありません。 

 

木村議長     それでは、早速議事に入ります。 

議第２８号から議第３０号までの議案について一括上程し

ます。 

         （１）議第２８号「農地法第３条の規定による許可処分に

ついて」 

         （２）議第２９号「農地法第５条第１項の規定による許可

申請書の審議について」 

         （３）議第３０号 「農用地利用集積計画書の審議につい

て」 

         以上、議第２８号から議第３０号まで一括上程します。 

          

 

木村議長     ここで、先日開催されました事前審査会の報告を求めます。

片桐会長職務代理者、報告をお願いします。片桐会長職務代

理者。 

 

片桐 会長 職務 代 理 者  はい、議長。１７番、片桐です。 

          去る７月１８日に開催されました事前審査会の報告を行

 ないます。 

          事前審査会では、今回の総会に係る案件について、各地

区担当委員及び農地利用最適化推進委員による調査結果の

報告に基づく審査と、事前審査会における現地調査として、 

         農地法第３条新規就農案件１件と農地法第５条の許可申請

案件２件の合計３件を審査しました。 

          農地法第３条の規定による許可処分について、順位３３
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番です。 

          この申請は、先月取下げとなった申請となっております。 

         「新規就農希望者の農地の係る申し合わせ」に基づき、「取

得農地の利用計画書、営農計画書」等の書類を提出しても

らっております。 

         「取得農地の利用計画書、営農計画書」によると、新規

就農を希望する譲受人は、高屋西浦在住の７３歳の男性で

す。 

          農業を営もうとする理由ですが、営農計画書によります

と、父親が畑仕事でいろいろな野菜、果物を収穫しており、

その顔がいきいきしているのを見て、自分も畑を借りて農

作業をするようになり、大好きになったとのことです。 

          現在、大江町において、正式な貸し借りの手続きをして

おりませんが、６年以上、約１．５ｈａの農地にわらび、

とうもろこし、さつまいも、きゅうりを栽培しているとの

ことです。 

          本当に耕作するのか、資材置場にされるのではないかと

の意見が出されましたが、急遽、現地調査を行い、事前審

査会においては、異議なしとされたところです。地区審査

会でも十分な審議をお願いします。 

          農地法第３条の規定による許可処分について、順位３７

番です。 

          この案件は事前審査会において、省略し、西根地区の現

地調査をお願いしました。 

         「新規就農希望者の農地に係る申し合わせ」に基づき、

「取得農地の利用計画書、営農計画書」等の書類を提出し

てもらっております。 

          「取得農地の利用計画書、営農計画書」によると、新規

就農を希望する譲受人は、現在、千葉県柏市在住の６５歳

の男性です。 
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          農業を営もうとする理由ですが、営農計画書等によりま

すと、寒河江市に仕事で訪れた際、寒河江市の魅力に大変

感動したとのことです。また、寒河江市で作られた多種多

様な作物はどれも美味しく、今でも鮮明に覚えているとの

こと。 

          退職後に寒河江市で農業に従事したいと考えていたとこ

ろ、空家バンクに掲載されていた物件を拝見し、この土地

に住居を構え、自分で育てた作物を販売し、多くの人に同

じ感動を広めたいとのことでした。 

          なお、申請地は空き家の近くの農地となっています。 

         西根地区の現地調査、地区審査での審議をよろしくお願い

します。 

          議第２９号「農地法第５条第１項の規定による許可申請

の審議について」、順位２２番、寒河江地区の集合住宅建築

用敷地への転用案件です。 

          申請地は、都市計画用途地域内にある農地であり、計画

通りであれば、特に問題ないと判断しました。 

          順位２３番、三泉地区の駐車場及び資材置場用敷地への

転用案件です。 

          申請地は農振地域内、農用地域外にある農地、第３種農

地と判断される農地であり、計画通りであれば、特に問題

ないと判断しました。 

          なお、この案件は、転用面積が３０アールを越えますの

で、山形県農業会議への意見聴取、諮問が必要になります。 

          申請された案件については、先程の西根地区の３条新規

就農案件を除き、すべて異議なしとされたところです。 

以上でありますが、各地区における十分な審査をお願い

しまして、事前審査会の報告とさせていただきます。 

 

木村議長     ご苦労様でした。 



 - 5 - 

          それでは、ただいまから地区審査に入ります。審査時間

については３０分程度としまして、９時４０分までとしま

す。それでは地区審査の間暫時休憩とします。 

 

 休憩 午前  ９時０５分 

 

 再開 午前  ９時４０分 

 

木村議長      それでは、休憩を閉じまして、議事を再開します。 

          初めに、議第２８号「農地法第３条の規定による許可処

分について」、地区担当委員より、議案の朗読と現地調査の

結果、地区審査の結果の報告をお願いします。 

          初めに、寒河江・南部地区、安孫子委員、お願いします。 

 

安孫子委員     はい、議長。９番、安孫子です。 

          議第２８号「農地法第３条の規定による許可処分につい

て」、５ページをご覧ください。順位３３番。 

 

         （議案書順位３３番朗読） 

 

         場所につきましては天童街道を天童方面に進み、村山橋

の手前をクリーンセンター方向に曲る一本手前の道を右に

曲り、橋を渡ってから少し大きい十字路を左に進み、まも

なく右へ分かれる道を右に曲り、まもなく右の畑になりま

す。 

         ７月１８日、事前審査会で現地調査を行いました。片桐

会長職務代理者より事前審査の報告にもありましたが、先

月、取下げとなった案件です。事前審査会で本当に耕作す

るのか、資材置場にするのではないかとの意見が出されま

したが、地区審査では許可は止むを得ないとされました。
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 なお、地区の農業委員、推進委員で注意して見守ってい

きたいと思います。続きまして順位３４番 

 

         （議案書順位３４番朗読） 

 

 場所につきましては、天童街道を天童方面に進み、村山

橋手前クリーンセンター曲る道を右へ曲がり、またすぐに

右に曲り、橋を渡って、すぐに左に進み、堤防を渡る手前、

左側の樹園地となっております。７月１２日、寒河江・南

部地区の農業委員、推進委員で現地調査を行いました。果

樹を栽培するとのことで問題ないかと思われます。地区審

査でも異議はありませんでした。 

以上です。 

 

木村議長      ありがとうございました。 

           続いて、西根・三泉地区、鈴木委員、お願いします。鈴

木委員。 

 

鈴木委員      はい、議長。１１番、鈴木です。 

５ページをご覧ください。順位３５番。 

 

         （議案書順位３５番朗読） 

 

         場所に関しては焼き鳥若松屋の丁度向いあたりになりま 

す。 

７月１３日に西根・三泉地区の農業委員及び推進委員で 

現地を確認してきました。計画どおりであれば何ら問題 

ないのではということで現地を確認してきました。 

本日の地区審査でも異議ありませんでした。 
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         続きまして、順位３６番 

 

         （議案書順位３６番朗読） 

 

           場所については魚市場の脇の小道を西の方に行きますと 

          所在地になります。 

７月１３日に西根・三泉地区の農業委員及び推進委員 

で現地調査を行いました。 

          計画どおりであればなんら問題ないのではないかという

ことで現地を確認してきました。本日の地区審査でも異議

ございませんでした。 

         続きまして、順位３７番 

     

          （議案書順位３７番朗読） 

 

          場所に関しては、目印になるものがなくて、先ほどの順

位３５番の焼き鳥若松屋さんの裏のとおりを入ったところ

に今回の譲渡人の実家がありまして、そこの家を背にして

北側になります。 

７月１８日に西根の芳賀委員と私と二人で、事前審査で

は道が狭くて入れないということで現地を確認してきまし

た。 

          目印がなくて地図上では探せない状況で現地を見つける

のに手間取ったところですれども、計画どおりであれば何

ら問題ないのでないかということで所在地を確認してきま

した。本日の地区審査でも異議はございませんでした。 

          続きまして６ページをご覧ください。順位３８番。 

 

         （議案書順位３８番朗読） 
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       場所に関しては、チェリーランドの東側になります。 

譲受人の耕作地があります。そのとなりの樹園地です。７月 

１３日に西根・三泉地区の農業委員と推進委員で現地を確認し

てきました。計画どおりであれば何ら問題ないのではという中

で現地を確認しました。 

          本日の地区審査でも異議はございませんでした。 

          以上です。 

 

木村議長      はい、ありがとうございました。 

         続いて、高松・醍醐地区、布施委員、お願いします。 

          布施委員。 

 

布施委員      はい、議長、１６番、布施です。 

          ６ページをご覧ください。順位３９番 

 

        （議案書順位３９番朗読） 

 

          この案件につきまして、７月１３日、高松・醍醐地区の農

業委員と推進委員の５名で現地調査を行いました。 

          場所は国道２８７号線の高松陸橋を醍醐の方に降りまして、

慈恩寺の入口付近からさらに２００ｍほど行った道路沿いの

左側になります。譲受人は以前からこの農地を耕作しており、 

        また、譲渡人が高齢であるという理由から何ら問題ないと判

断しました。また、地区審査でも異議ございませんでした。 

          続きまして、順位４０番 

 

        （議案書順位４０番朗読） 

 

           この案件につきましても７月１３日に高松・醍醐地区の農

業委員、推進委員の５名で現地調査を行いました。 
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          場所は国道１１２号線のらーめんしまこさんの裏の方を北

に向まして寒河江川の手前の田畑になります。譲渡人と譲受

人の田んぼが隣接しており譲受人は以前からこの田んぼも耕

作しているのでこの度、売買に至りました。譲受人は引き続

き耕作をしていくということですので何ら問題ないと判断し

ました。 

          また、地区審査でも異議はございませんでした。 

           続きまして、順位４１番 

 

         （議案書順位４１番朗読） 

 

        この案件につきましても、７月１３日に高松・醍醐地区の

農業委員と推進委員５名で現地調査を行いました。 

          場所は日東ベスト高松工場の南側になります。以前から両

者で売買の話があり、今回に至りました。 

           この畑の周りが譲受人が耕作している樹園地でありまして、

譲受人はそのまま、譲渡人の樹園地も耕作し、引き継ぐとい

うことですので何ら問題ないと判断しました。 

          地区審査においても異議ございませんでした。 

           以上です。 

 

木村議長      はい、ありがとうございました。 

          続いて、農地法に基づく許可要件について事務局から説

明をお願いします。 はい、事務局。 

 

事務局（事務局長補佐（農地担当））はい、議長。 

          順位３３番から４１番まで、農地法第３条調査書に基づ

く調査の結果、農地法第３条第２項各号には該当しないこ

とが確認されましたので、許可要件の全てを満たしている

と考えます。 以上です。 
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木村議長      ありがとうございました。 

          これより質疑に入ります。 

          ただいまの地区担当委員および事務局からの説明につい

て、発言のある方は、挙手をお願いします。 

 

         （発言なし） 

 

木村議長      意見がないようですので、採決いたします。 

          議第２８号「農地法第３条の規定による許可処分につい

て」原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めま

す。 

 

         （全員挙手） 

 

木村議長      全員賛成ですので、議第２８号は、原案のとおり決定いた

しました。 

          次に、議第２９号「農地法第５条第１項の規定による許可

申請書の審議について」、地区担当委員より、議案の朗読と

現地調査の結果、地区審査の結果の報告をお願いします。 

          寒河江・南部地区、安孫子委員、お願いします。安孫子委

員。 

 

安孫子委員      はい、議長、９番、安孫子です。 

         「農地法第５条第１項の規定による許可申請書の審議につ

いて」、８ページをご覧ください。順位２２番 

 

        （議案書順位２２番朗読） 

 

         場所につきましては、陵南中学校の正門、向かい側の洋菓
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子店を裏通りに入り、まもなく左側の畑になります。 

         ７月１８日、事前審査会で現地調査を行いました。都市計

画区域用途地域内にある土地で、周辺は宅地化され、すでに

農地がなく、計画どおりであれば何ら問題ないと判断しまし

た。続きまして順位２４番 

 

        （議案書順位２４番朗読） 

 

         場所につきましては、しまむら交差点を東に入り、つきあ

たりの変形十字路をまた東に進み、右側の３件目になります。 

         ７月１２日に寒河江・南部地区の農業委員と推進委員で 

        現地調査を行いました。都市計画区域用途地域内にある農地

で、計画どおりであれば問題ないと判断しました。いずれも 

        地区審査でも異議ありませんでした。以上です。 

 

木村議長      はい、ありがとうございました。 

          続いて、西根・三泉地区、鈴木委員、お願いします。鈴木

委員。 

 

鈴木委員      はい、議長１１番、鈴木です。 

          ８ページをご覧ください。順位２３番 

 

         （議案書順位２３番朗読） 

 

        場所につきましては、三泉の郵便局を河北町の方に進むと、 

        まもなくもとの蕎麦屋さんがあった場所から右折すると６

００ｍぐらい行ったところに今回､譲り受ける五黄精機がご

ざいます。その向かい側にある地点が今回の案件でござい

ます。７月１８日に事前審査会に出席委員全員で現地を確

認して参りました。計画どおりであれば何ら問題ないので
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はないかというようなことで現地を確認して参りました。 

         本日の地区審査でも異議はありませんでした。以上です。 

 

木村議長      はい、ありがとうございました。 

          続いて、柴橋地区、奥山委員、お願いします。奥山委員。 

 

奥山委員      はい、議長、１５番、奥山です。 

同じく８ページをご覧ください。順位２５番 

 

         （議案書順位２５番朗読） 

 

          ７月１３日に柴橋地区の農業委員、推進委員全員で現地の

確認をして参りました。現地の方は、地図をご覧になってい

ただき、右側の端の方に金谷と柴橋を結ぶ信号機があります。

この道路は県道２４号天童寒河江線となっています。 

            押しボタン式の信号付近で、陵南中の前の道路が県道２４

号線ですが、ずうっと来て長生園を通って金谷の信号機を経

て、その押しボタンまで来るところです。 

元々、駐車場にしていたところに譲受人が家を新築したと

いうことで、新築すると駐車場がないということで、今回そ

の農地も転用することになりました。 

          今回の申請地は昨年６月に譲渡人が畑にするということで

購入した農地になります。最初は農地として使うつもりだっ

たのですが、譲受人が昨年の秋口ぐらいに新しい住宅を建て

たいということで、そうなると駐車場が必要だということで、

今回、畑として利用する予定だったところを転用して駐車場

にしたいということが申請事由です。 

          周辺を見回しても、三方が道路に囲まれ、隣の農地、樹園

地にも影響を及ぼすようなことはないので許可しても良いの

ではと判断しました。事前審査会、地区審査会でも異議はあ
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りませんでした。以上です。 

          

木村議長      はい、ありがとうございました。 

          続いて、農地法に基づく許可要件について、事務局から説

明をお願いします。事務局。 

 

事務局（事務局長補佐（農地担当）） はい、議長 

順位２２番は集合住宅建築用敷地への転用申請になってお

ります。申請地は、都市計画区域内の用途地域にある農地で、 

第３種農地と判断します。第３種農地は原則許可ですので、

農地区分と転用目的は問題ないと考えます。 

順位２３番は駐車場及び資材置場用敷地への転用申請とな

っております。申請地は都市計画区域内、農振農用地区域外

の農地で、街区の面積に占める宅地面積割合が４０％をこえ

ており、第３種農地と判断します。第３種農地は原則許可で

すので、農地区分と転用目的は問題ないと考えます。 

なお、順位２３番は、事前審査会の報告にもありましたが、

３０アールを超えますので、山形県農業会議への意見聴取、

諮問が必要になります。 

         順位２４番は住宅建築用敷地への転用申請となっておりま

す。申請地は都市計画区域内の用途地域にある農地で、第３

種農地と判断します。第３種農地は原則許可ですので、農地

区分と転用目的は問題ないと考えます。 

順位２５番は駐車場用敷地への転用申請となっております。

申請地は、農用地区域外にある農地で、おおむね１０ｈａ以

上の規模の一団の農地の区域にある農地で、第１種農地と判

断します。第１種農地は原則不許可ですが、集落に接続して

おり、また代替性もなく、農地区分と転用目的は問題ないと

考えます。 

また、いずれの農地転用許可一般基準調査書に基づく調査
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の結果、不適な事項はなく問題ないと考えます。 

以上です。 

 

木村議長     はい、ありがとうございました。 

         これより、質疑に入ります。 

         ただいまの地区担当委員及び事務局からの説明について、

発言のある方は、挙手をお願いします。 

 

木村議長     私の方からひとつよろしいでしょうか。２５番の柴橋の農

地ですが１年前に取得しているですよね。取得してから１年

間、本当に畑として使用しているのか。その辺、確認しまし

たか。 

 

大泉委員     野菜は植えていました。 

 

木村議長     １年前は農地を買って、１年以内に転用するのであれば最

初から転用で購入すればよかったのではという話もありまし

た。 

         今後、こういう農地がでてきたら、皆さん十分留意して対

応していただきたいと思っているところであります。 

         私からは以上です。 

 

木村議長     私からは以上ですが、他にこれについて意見はございませ

んか。 

 

         （発言なし） 

 

木村議長     意見がございませんでしたので、採決します。 

         議第２９号「農地法第５条第１項の規定により許可申請書

の審議について」原案のとおり決定することに賛成の方の挙
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手を求めます。 

 

木村議長     全員賛成ですので、議第２９号は原案のとおり許可相当と

して、県知事に意見を送付いたします。 

         次に、議第３０号「農用地利用集積計画書の審議につい

て」、地区担当委員より、議案の朗読と現地調査の結果、地

区審査結果の報告をお願いします。 

         寒河江・南部地区、安孫子委員、お願いします。安孫子委

員。 

 

安孫子委員    はい、議長。９番、安孫子です。 

         議第３０号「農用地利用集積計画の審議について」 

         １１ページをご覧ください。 

 

         （議案書朗読） 

 

         続いて１２ページ集計表をご覧ください。 

         高松地区 １筆 樹園地 ０．０８ヘクタールです。 

         この案件について地区の担い手等に集積するものであり 

        地区審査でも異議ありませんでした。以上です。 

 

木村議長     はい、ありがとうございました。 

         続いて、農業経営基盤強化促進法に定められた各要件につ

いて、事務局から説明をお願いします。事務局 

 

事務局（事務局長補佐（農地担当）） はい、議長 

         農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律附則第５

条の改訂により改正前の農業経営基盤強化促進法第１８条３

項の各要件を満たしていると考えます。 

         以上です。 
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木村議長     はい、ありがとうございました。 

         これより、質疑に入ります。 

         ただいまの地区担当委員及び事務局からの説明について、

発言のある方は、挙手をお願いします。 

 

         （発言なし） 

 

木村議長     意見がないようですので、採決いたします。 

         議第３０号「農用地利用集積計画書の審議について」原案

のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

 

         （全員挙手） 

 

 

木村議長     全員賛成ですので、議第３０号は、原案のとおり決議いた

しました。 

         これで、本日上程された議案については、すべて議決され

ました。 

         以上を持ちまして、本日の総会を終了します。 

          ご苦労様でした。 

 

閉会 午前１０時１１分 
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     令和６年７月２５日 

 

 

第 ７ 回 総 会   議  長   木 村 三 紀    

 

議事録署名委員   ６番委員   郷 野 富司男    

 

    議事録署名委員  １３番委員   芳 賀  宏      


